
夕張市資格取得支援事業補助金交付要綱 

  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地域人材の安定した就労支援及び夕張市への定住、市内事業者の雇用確保や

人材定着を促進するため、専門技術等の市が指定する資格を取得する際に係る受験料や講習受講

料等の経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定める。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 「求職者」就労に向け求職活動を行っている者（就職活動を行っている学生含む）をいう。 

（２） 「就労者」給料又は収入のために現に働いている者をいう。ただし、公務員（期間の定めの

ない正規雇用者）は除く。 

（３） 「非正規雇用者」就労者のうち、雇用期間の定めがある、事業者と直接契約していない等、

正規雇用以外の雇用形態で働いている者をいう。 

（４） 「事業者」夕張市内に本社及び事業所を有し、労働者を雇用する者をいう。 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次の各号に該当する者とする。 

（１）「求職者」が対象となる場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

ア 夕張市内に住所を有する者 

イ 市税を滞納していない者 

ウ 求職活動中である者 

エ 補助対象となる資格を取得し、就業を希望する者 

（２）「就労者」が対象となる場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

ア 夕張市内に住所を有する者 

イ 市税を滞納していない者 

ウ 自身の能力向上等のため、補助対象となる資格を取得しようとする者 

（３） 「非正規雇用者」が対象となる場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

ア 夕張市内に住所を有する者 

イ 市税を滞納していない者 

ウ 自身の能力向上等のため、補助対象となる資格を取得しようとする者 

（４） 事業者が対象となる場合は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 

  ア 市税を滞納していない者 

  イ 市内事業所で働いている者（在職者）の能力向上等のため、補助対象となる資格を取得さ

せる者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に掲げる者は、対象になることができない。 

（１）当該資格等の取得について、その他同様の補助金、祝金、報償金等の交付を受けた者 

（２）夕張市暴力団排除条例（平成２４年条例第１２号）第２条第２号から第４号に規定する者 



（補助対象資格） 

第４条 補助対象資格は、別表１のとおりとする。ただし、既に取得している資格を更新した場合

を除く。 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、次に掲げる経費とする。ただし、申請日の属する年度の前年度の３月１

日以降に資格等を取得した場合に限る。 

（１） 資格等の受験料 

（２） 資格取得に係る講習受講料（主催者から指定されている教材費等も含む） 

（３） 資格取得に係る登録料 

（４） その他市長が認める費用 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表２のとおりとする。 

２ 補助金の額は、１人につき（事業者の場合は、在職者１人につき）年度内において前項に規定

する額を限度として交付する。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、夕張市資格取得支援事

業補助金交付申請書（様式第１号）に、次の各号に掲げる書類を添えて、当該年度の２月末日ま

でに、市長に提出しなければならない。 

（１） 第３条第１号に該当する場合  

ア 現住所を証明できるものの写し 

イ 資格取得に要した費用がわかるもの 

ウ 資格等を取得したことが証明できる書類の写し 

エ ハローワーク等で求職活動を継続していることがわかるもの（資格等を取得した日から夕

張市資格取得支援事業補助金交付申請書を提出した日までの間のいずれかの日を含むもの

に限る。） 

オ 学生証等の写し（就職活動中の学生の場合） 

カ 市税の納付状況を証する書類又は市税納付状況について照会することについての同意書 

 キ 夕張市資格取得支援事業補助金の申請にあたり、その他同様の補助金、祝金、報償

金等の交付を受けていないことについての誓約書 

ク その他市長が特に必要と認める書類 

（２） 第３条第２号に該当する場合  

  ア 現住所を証明できるものの写し 

  イ 資格取得に要した費用がわかるもの 

  ウ 資格等を取得したことが証明できる書類の写し 

  エ 雇用契約書又は労働条件通知書の写し等雇用状況が確認できるもの 

オ 障害者手帳の写し（有する場合） 

  カ 市税の納付状況を証する書類又は市税納付状況について照会することについての同意書 



キ 夕張市資格取得支援事業補助金の申請にあたり、その他同様の補助金、祝金、報償

金等の交付受けていないことについての誓約書 

ク その他市長が特に必要と認める書類 

（３） 第３条第３号に該当する場合  

  ア 現住所を証明できるものの写し 

  イ 資格取得に要した費用がわかるもの 

  ウ 資格等を取得したことが証明できる書類の写し 

エ 雇用契約書又は労働条件通知書の写し等雇用状況が確認できるもの 

オ 市税の納付状況を証する書類又は市税納付状況について照会することについての同意書 

 カ 夕張市資格取得支援事業補助金の申請にあたり、その他同様の補助金、祝金、報償

金等の交付を受けていないことについての誓約書 

キ その他市長が特に必要と認める書類 

（４） 第３条第４号に該当する場合  

  ア 市内で事業を営んでいることを確認できる書類 

  イ 資格取得に要した費用がわかるもの 

  ウ 資格等を取得したことが証明できる書類の写し 

  エ 雇用契約書又は労働条件通知書の写し等、資格を取得した者の在職が確認できるもの 

  オ 市税の納付状況を証する書類又は市税納付状況について照会することについての同意書 

カ 夕張市資格取得支援事業補助金の申請にあたり、その他同様の補助金、祝金、報償

金等の交付を受けていないことについての誓約書 

キ その他市長が特に必要と認める書類 

（交付決定）  

第８条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、

夕張市資格取得支援事業補助金交付決定通知書（様式第２号）を、適当と認めないときは夕張市

資格取得支援事業補助金却下通知書（様式第３号）により、申請者に通知する。  

（交付請求等）  

第９条 前条の規定により、補助金の交付決定通知を受けた交付決定者は、速やかに夕張市資格取

得支援事業補助金交付請求書（様式第４号）により、市長に補助金の交付を請求しなければなら

ない。  

２ 市長は、前項の規定による請求を適当と認めるときは、交付決定者に補助金を交付する。  

（交付決定の取消し等）  

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決

定の全部又は一部を取消すことができる。  

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。  

（２） その他市長が交付決定を取消すことが適当と認めるとき。  

２ 市長は、前項の規定により交付決定を取消したときは、夕張市資格取得支援事業補助金交付決



定取消通知書（様式第５号）により当該交付決定者に通知する。  

（補助金の返還）  

第１１条 市長は、前条第２項の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消し 

に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、夕張市資格取得支援事業補助金返還命

令通知書（様式第６号）にて、返還を命ずる。  

（情報提供）  

第１２条 市長は、交付決定者に対し、フォローアップ等の目的のため、就業及び就職状況等の情報 

提供を求めることができる。  

（その他）  

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２９年６月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年７月１日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月６日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月５日から施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（第４条関係） 

（１）夕張市地方版総合戦略の実現に寄与する資格 

医
療
関
係 

 ・助産師 

・看護師 

・准看護師 

・理学療法士 

・作業療法士 

・言語聴覚士 

・柔道整復師 

・はり師 

・歯科衛生士 

・臨床検査技師 

・放射線技師 

・薬剤師 

・あん摩マッサージ指圧師 

教
育
関
係 

 ・幼稚園教諭 

・子育て支援員 

・司書 

運
輸
・
運
転
関
係 

 

・第一種運転免許（大型・大型特殊） 

◎第二種運転免許（普通自動車第

一種免許保持者に限る。） 

製
造
関
係 

 

・自動車整備士 

ス
ポ
ー
ツ
関
係 

  

  

 ・自然体験指導員 

・初級障がい者スポーツ指導員 

・健康運動指導士 

・スポーツリーダー 

・体育施設管理士・運営士 

・プール監視の資格 

・スキー指導員 

介
護
・
福
祉
関
係 

・社会福祉士 

・介護福祉士 

・精神保健福祉士 

・介護支援専門員 

・主任介護支援専門員 

・介護職員初任者研修 防
災
関
係 

・消防設備点検資格者（消防設備士） 

・防災士 

・防火管理者 保
健
・
衛
生
関
係 

・管理栄養士 

・栄養士 

・保育士 

・食品衛生責任者 

・保健師 

建
築
・
土
木
関
係 

・労働安全衛生法による技能講習終

了証（車両系建設機械運転） 

・危険物取扱者 

環
境
関
係

経
理
関
係 

・狩猟免許 

 

経
理
関
係 

・日商簿記 

・司法書士 

・行政書士 

（２）その他市長が特に必要と認めた資格 

◎夕張市地方版総合戦略の実現に特に寄与する重点資格 



別表２（第６条関係） 

補助上限額 
１０万円 

別表１の◎重点資格については上限２０万円 

 

 

対象者 補助率 

１ 就労者 

４分の３ 

２ 事業者 

３ 就労者（障害者手帳を有する者） 

１０分の１０ ４ 求職者 

５ 非正規雇用者 

※ 算出した額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

※  事業者の補助率については、資格を取得する対象者の区分による。 


